
～令和８年度募集要項～ 

 

 

 

 

 

 子どもが健やかに育つ環境を整えるため、食事・学習・交流の場を提供し、子ども

と地域の大人が気軽に立ち寄れる「子どもの居場所づくり」を行う団体に対して、開

設や運営に必要な費用の一部を補助します。 

 

１ 補助対象となる事業                      

① 子ども食堂事業の開始に要する費用 ※事業実施初年度のみ 

② 子ども食堂事業の運営に要する費用 

③ 学習支援の運営に要する費用    ※子ども食堂事業との併用が必須 

④ フードパントリーの運営に要する費用 

 

子ども食堂事業・学習支援は、次のすべてに該当する必要があります。 

1. 尾道市内で実施すること。 

2. 子どもに無料又は安価な食事（おやつ等の軽食を含む。）を提供すること。 

3. 食事等の提供だけでなく、子どもが配膳や片づけなどを一緒にできるような声か

けや、学習の支援、参加者同士がコミュニケーションを図る場づくりなどを行い、

子どもが社会性を学びながら、地域の人たちと安心して過ごすことのできる「居場

所づくり」を実施すること。 

4. 宗教活動または政治活動又は営利を目的とした活動をしないこと。 

5. 月１回以上実施し、かつ、１回当たりの開催時間を２時間以上とすること。 

6. 開設時においては、常駐できる責任者を配置すること。また、責任者とは別に、

活動の補助等ができるスタッフを配置すること。 

7. １８歳未満の子どもの利用が平均して５人以上見込めること。 

8. 居場所を必要とする児童を広く受け入れること。また、事業実施について、チラ

シの配布・掲示やホームページ等により広く周知を行うこと。 

9. 事業の実施中や帰宅時等において、利用者の安全管理に十分配慮すること。 

10. 常に食品衛生に配慮した運営に努めること。 

11. 感染症防止対策のために、実施場所を管轄する保健所へ届出を提出すること 

12. 事業の実施に関し、同じ経費に対して、当補助金以外の他の補助金又は交付金

を受けていないこと。 

 

尾道市子ども食堂支援事業補助金 

― 募集のお知らせ ― 



フードパントリーは、次のすべてに該当する必要があります。 

1. 尾道市内で実施すること 

2. 主な利用者は貧困を抱えた世帯などに属する子どもであること。 

3. 食料等（日用品や学用品を含む。）を無料で配布すること。 

4. 宗教活動または政治活動又は営利を目的とした活動をしないこと。 

5. 月１回以上実施すること。 

6. 食料等の配布を受ける人数が、１回当たりおおむね１０人以上であること。 

7. 開設時においては、常駐できる責任者を配置すること。また、責任者とは別に、

活動の補助等ができるスタッフを配置すること。 

8. 事業実施について、チラシやホームページ等により広く周知を行うこと。 

9. 事業の実施に関し、同じ経費に対して、当補助金以外の他の補助金又は交付金を

受けていないこと。 

 

２ 補助対象団体                         

申請団体は、次のすべてに該当する必要があります。 

1. 団体規則、会則その他の組織及び運営に関する事項を定めたものがあること。 

2. 事業において、明朗な会計及び経理を実施し、その報告をすることができる団体

であること。 

3. 活動内容が公序良俗に反するものでないこと。 

4. 宗教活動又は政治活動を目的とした団体でないこと。 

5. 継続的かつ安定的に補助対象事業を行うことができること。 

 

３ 補助金の交付額                        

 補助対象となる事業ごとに補助金を交付します。 

① 子ども食堂事業の開始に要する費用（開設費） 

② 子ども食堂事業の運営に要する費用（運営費） 

③ 学習支援の運営に要する費用（運営費） 

④ フードパントリーの運営に要する費用（運営費） 

 

交付額は①②④は１０万円、③は５万円を限度額とし、必要な経費の２/３以下の

額となります。 

1,000円未満の端数があるときは、端数を切り捨てます。 

 

 

 

 



４ 遵守事項                              

 申請及び事業の実施にあたっては、次の点を遵守してください。遵守されな

い場合、交付決定の取消しとなる場合があります。 

1. 開設後は、子どもの居場所づくりネットワーク意見交換会に参加し、事業報告や

意見交換を行うなど、子どもの居場所づくり事業の普及のため、協力を行うこと。 

2. 個人情報の保護に十分配慮すること。 

3. 申請後、事業の変更等をしようとする場合は、事前に変更交付申請を行うこと。 

4. 申請後、事業の中止又は廃止をしようとする場合は、事前に中止・廃止承認申請

を行うこと。 

5. 事業完了後、３０日以内又は２月末日のいずれか早い日までに完了報告書等を提

出すること。 

 

５ 注意事項                               

 申請及び事業の実施にあたっては、次の点に注意してください。 

1. 提出書類は、審査結果に関わらず返却しません。また、個人情報の保護に関する

法律によって、情報公開の対象となる場合があります。 

2. 申請・子どもの居場所づくりネットワーク意見交換会の参加等に要する経費は、

すべて実施団体が負担してください。 

3. 補助金の対象期間は、交付決定日から令和９年２月２８日までになります。交付

決定以前の事業に要する経費は対象となりません。なお、年度の途中で事業の中止・

廃止をした場合は、期間内であっても対象外となります。 

  

６ 事前相談から補助金交付までのながれ              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・各様式については「尾道市子ども食堂支援事業補助金交付要綱」をご確認ください。 

・申請をする前に必ず、子どもの居場所づくりネットワーク事務局へご相談ください。 

・予算の範囲内での実施になるため、年度途中で募集を終了することがあります。 

※必要なときのみ 
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①交付申請書 

②実施計画書 

③収支予算書 

④誓約書 

⑤団体の概要 

①事業完了報告書 

②実施状況報告書 

③収支決算書 

④領収書 
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概算払請求

3/4 以内 
概算払交付 

概算払請求書 

交付請求書 

※交付決定 

～2月末まで 

※3月末までに交付 提出期限 

令和 9 年 3月 10日 
受付開始日 

令和８年３月２３日 



７ 事前相談窓口・意見交換会事務局                

尾道市子どもの居場所づくりネットワーク事務局 

住 所：〒７２２－００１７ 

尾道市門田町２２－５ 尾道市総合福祉センター 

社会福祉協議会 くらし支援課内 

電 話：０８４８－２２－２１１４ 

ＦＡＸ：０８４８－２２－９１１１ 

E-mail：kodomo-ibasyo@onomichi-shakyo.jp 

 

８ 申請書類等の提出窓口                     

尾道市福祉保健部子育て支援課子育て支援係 

住 所：〒７２２－８５０１ 

尾道市久保１－１５－１ 尾道市役所１階 

電 話：０８４８－３８－９２０５ 

ＦＡＸ：０８４８－３８－９２０６ 

E-mail：k-shien@city.onomichi.hiroshima.jp 



別表 ＜補助対象経費＞ 

【注意】以下の経費は対象外となります。 

◆ 団体の運営に要する経費（団体職員の賃金や役員報酬、事務所の維持管理費など） 

◆ 事業に直接必要とされない経費、使途が特定できない経費 

◆ 団体構成員の親睦等のための会合や会議の開催経費、接遇にかかる経費 

◆ 通常より著しく高額、高級と判断される経費 

◆ その他、補助対象とすることが適当でないと判断する経費 

 

区分 費目 主な内容 

開設費 

修繕費又は 

工事請負費 

事業実施に最低限必要な建物の修繕又は改修に係る費用 

※建物の躯体の変更を伴うなど、大規模な増改築は対象外 

備品購入費 

事業実施に当たって必要な備品及び物品の購入費用 

(1) 事業に必要と認められる書籍類及び遊具類 

(2) 食器類、机、いす、棚、カーペット等の什器類 

(3) 調理に要する鍋、フライパン等の器具及び冷蔵庫、電子レン

ジ、ポット等の家電類 

運営費 

食材費 食料品、食材の購入費（フードパントリーで配布するものを含む。） 

消耗品費 
食器、衛生品、日用品等の購入費（フードパントリーで配布する

ものを含む。） 

謝礼金 イベント、体験活動などを行うスタッフへの謝礼金 

交通費 
食材、衛生品、日用品等の運搬費、無償のボランティアが公共交

通機関を利用する場合における当該交通機関の運賃 

使用料又は 

賃借料 
実施施設の使用料又は賃借料 

光熱水費 実施施設の光熱水費 

保険料 利用者や運営スタッフの傷害・賠償責任等の保険料 

印刷費 チラシ・ポスター・パンフレット等の印刷費 

通信費 食材、日用品などの配送料、運営に関した連絡に要する送料 

修繕費 備品及び実施施設の修繕費 

手数料 食品衛生責任者養成講習会の受講料及び振込手数料 

学習 

支援費 

消耗品費 参考書、問題集、絵本、文房具などの購入費 

交通費 学用品の運搬費 

通信費 学用品の配送料 

印刷費 学習支援に要する印刷代 

謝礼金 学習支援を行う学生、有償ボランティア、講師等への謝礼金 


